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シリーズ

　昨今，気候変動による自然災害や貧困といった多くの
環境問題に直面する現代社会において，今後の地球環境
の悪化を危惧する人々が増えている．それは，ニュー
ヨークで若者の気候変動ストライキを行ったスウェーデ
ンの環境活動家としても知られる₁₆歳の若者であるグレ
タ・トューンベリ氏の活動を通じても知られている．彼
女は，学校教育で教えられることは気候変動の解決にな
らず，とにかく政治家らにその気候変動問題対策を要求
することが必要と， ₁人で₂₀₁₈年にスウェーデンの議会
前でストライキを始めた．今では，その彼女のストライ
キやマーチに賛同する人が世界的に広がっており，日本
でも多くの若者が賛同している現状がある．こうした世
界的な潮流の中で，このグレタという環境活動家を生ん
だスウェーデンの保育や教育に着目することには意味が
あるだろう．

　地球環境に関する世界的な取り組みとして，₂₀₁₅年 ₉
月にニューヨーク国連本部で，地球環境を守るための
「持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development 

Goals）」が採択された．SDGsには₂₀₃₀年までの₁₅年間
に達成する₁₇の目標（Goal），₁₆₉のターゲットが示され
ている（図 ₁）．その後，₂₀₁₅年₁₂月には気候変動枠組み
条約第₂₁回締約国会議（パリ）にて「パリ協定（Paris 

Agreement）」が採択され，世界共通の長期目標として，
平均気温上昇を₁.₅度未満に抑える努力の追求（第 ₂条 ₁
項）が定められ，地球を守るためにすべての国が取り組
みを進め，後退することなく対策を強化し続ける枠組み
が示された．
　スウェーデンでも SDGsの項目に対応して，市の政策
が環境政策「アジェンダ₂₁」と並行して進められており，
自治体だけでなく，企業，学校，各種団体が様々な形で
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SDGsを取り入れていることから，市民の意識に SDGs

が普及してきている．
　今回の報告では，特に，スウェーデンの就学前学校
（幼児期， ₁ 歳から ₆ 歳）の保育や教育で，どのように
SDGsに関する活動が展開されているのかについて紹介
する．
　まずはじめに，スウェーデンの概要について，ス
ウェーデンはスカンディナビア半島に位置し，北欧 ₄カ
国（デンマーク，ノルウェー，フィンランド，スウェー
デン）の ₁カ国として知られている．人口は約 ₁千万人
であり，国土は₄₅万平方キロメートル（人口密度：₂₂
人/km₂）である．森林が国土の半分以上を占める，自然
豊かな国である．消費税を₂₅％支払う高負担高福祉の国
として知られ，環境や教育にも力を入れている先進国と
いわれている．また就学前教育から民主主義教育が徹底
しており，投票率の高い国（毎回₈₀％以上の投票率）で
ある．₂₅₉のすべての自治体が「アジェンダ₂₁」を制定し
ており，自然享受権（アレマンスレッテン）と呼ばれる，
市民が自然を楽しむ権利と義務が定められており，公有
地や私有地に関わらず，キノコや木の実を自由に採って
食べられる．リサイクル率の向上を目指していて，ペッ
トボトルのデポジット制度等も進んでいる．さらに，自
治体，企業，学校，各種団体の各機関で SDGsが普及し
ている現状がある．福祉制度においては，育児・病気休
暇が充実していて，保護者は計₁₄ヶ月の育児休暇が保証
されており，そのうち父親の育児休暇は ₃ヶ月与えられ，
取得しないと消滅するシステムとなっている．男女平等
においては，男女のジェンダーギャップ指数ランキング
（世界経済フォーラム）において，世界 ₃位（日本₁₁₀位，
₂₀₁₉年）で，毎年上位に位置している．社会保障制度が
充実しており，子育てと老後が充実していることから，
「ゆりかごから墓場まで」といった言葉で知られている．
教育制度では，いつでもどこでも学習できる生涯学習の
機会を保障し，基礎学校（就学前学級を含む， ₇歳から
₁₅歳）・高校・大学の無償化，障害者や移民を統合（イン
クルージョン）する保育と教育が行われている．
　教育の理念としては， ₁）人間の生活を尊重すること，
₂）個人の自由とプライバシーを保障すること，₃）全て
の人々が平等であること，₄）男女平等，₅）弱者と強者
の団結　が掲げられ，知識だけでなく，民主主義教育を徹
底することが基礎となっている．したがって就学前学校の
理念は，民主主義的価値を育む生涯学習の最初の場とし
て，楽しく安心で豊富な学習環境を提供することとされ，
就学前学校の任務は， ₁）保育（Care）と教育（Educa-

tion）＝Educare（エデュケア）を提供すること，次に
₂）母親の仕事（勉学）を保障することとされている．
就学前学校が提供する保育・教育の基本的なものとして，

₁）Educare， ₂）遊びを基本とした学習， ₃）子ども
の視点と参加， ₄）新しい学習観による子どもの権利の
尊重（₂₀₂₀年 ₁ 月より法的拘束力を持つ）と記錄（教育
学的ドキュメンテーション）の充実が挙げられる．
　保育・教育環境も充実している．それは，室内の面積
推奨基準が子ども ₁人当たり ₆～₇ m₂ と決められている
だけでなく，園庭の面積推奨基準として ₁人当たり ₂₀～
₄₀ m₂（全体として ₁,₅₀₀～₂,₀₀₀ m₂）が設定されている
ことにもいえる（「就学前学校の質のための一般的なアド
バイスとコメント」学校庁₂₀₀₅年）．それと同時に，職員
₁人当たり平均 ₃～ ₅人（ ₁歳～ ₃歳は ₁～ ₃人），約₁₅
人の子どものグループに職員が最低 ₃人配置されること
も，保育の質に寄与している．就学前学校教諭は大学で
₃年半の教員養成コースを修了した者，保育士は専科の
高校や成人教育において保育や教育を学んだ者に資格が
与えられる制度になっている．
　スウェーデンは，₁₉₆₀年以降，労働力不足の問題から，
移民や難民（ユーゴスラビアやシリア，アフガニスタン
等の戦争による難民）を保護してきた．₂₀₀₀年以後には，
₅つの少数言語（サーメ語，フィンランド語，メアンケ
エリ語，ルーマニア語，ユダヤ語）を法的に保護し，現
在では約₂₀₀の移民言語が保護されている．₂₀₁₅年以降に
も，スウェーデン全体で約₂₀₀万人の移民を受け入れてい
る現状がある．したがって，戦後，単一言語社会から多
言語社会へと変換した国であるといえる．それは学校法
やナショナル・カリキュラムにも反映されており，例え
ば学校法の第 ₈章第₁₀項には，「就学前学校は，スウェー
デン語以外に母国語を子ども達に提供し，スウェーデン
語と母国語の両方の発達を促す機会を与えるべきであ
る．」「就学前学校の教育は，少数言語を含め，異なる言
葉や文化の子ども達の理解の基礎を築くものである．」と
記述され，スウェーデン語以外の母語をもつ子どもには
自身の文化的なアイデンティティを培うとともに，ス
ウェーデン語と母語でのコミュニケーション能力を育て
ることが求められている．こういった学校法の定めによ
り，市の職員として言語と文化教育専門家（Språk och 

Kultur pedagog）が就学前学校に配属されることもある．
就学前学校では義務ではないが，就学前学級からは子ど
もの言語と社会的バックグラウンドについての情報と，
子どもがどのような言語を活用し，発展しているかを把
握する義務がある．具体的な実践では，多言語による読
み聞かせ（単語・文章の理解を促進）や多言語による歌
（きらきら星，ロンドン橋渡れ等）多民族による踊り（ク
リスマスの踊り，アラビアの踊り）や ITによる多言語活
用（QRコードや多言語に適応したアプリケーションの
活用）も行われている．₂₀₁₈年に改定されたカリキュラ
ムには，特に，ITとプログラミング化の充実が提示され，



学校法（Lpfö₂₀₁₈，₂.₂　成長と学び）には，「就学前学
校は，すべての子どもに対して，絵や文章，その他のメ
ディアへの関心を高め，それらを使ったり，解釈したり，
語ったりする能力を育てる．」と明示されている．
　自然保護に関する試みとしては，NGO「HÅLL 

SVERIGE RENT（スウェーデンを綺麗に）」との連携で，
ほとんどのスウェーデンの就学前学校が参加している行
事がある．それは，春を迎える頃（ ₃月下旬－ ₄月上旬）
に，地域にあるゴミ拾いを行うというものである．袋
が配られ，活動に参加したことへの証明書がもらえる．
NGOからは，ゴミ拾いに関する教材（スゴロク）や鉛筆
等が授与される．
　このように，日頃の就学前学校における保育・教育実
践を振り返ると，毎日の生活が SDGsの取り組みに通底
していることがわかる．目標毎に，特徴的な活動につい
て以下に紹介する．

目標 ₁：貧困をなくそう　スウェーデンは，国連で批准
されて₃₀年を迎えた「子どもの権利条約」を忠実に守っ
ている国であり，例えば，NGO「RÄDDA BARNEN（子
どもを守る）」では，子どもの権利を守るのは，大人の義
務であると明示されている．大人の都合により子どもが
貧困になることに危機を見出す意識の高い国といえる．

目標 ₂：飢餓をゼロに　スウェーデンの児童福祉制度は
充実しており，子どもが飢餓に直面することは少ない．
保健所における健康検診が充実しており，何か問題の
あった場合でも就学前学校や社会局と連携する制度があ
ることから，虐待による飢餓等の問題に即座に対応でき
るシステムになっている．

目標 ₃：すべての人に健康と福祉を　筆者の勤務してい
たマルマ・バッケ就学前学校（以下，M就学前学校とす
る）では，一日最低 ₂回（午前と午後）は野外での活動
をすることが推奨されている．また，月曜日は週末明け
であることから，身体を活性化するためにも運動を積極
的に取り入れるようにしている（ダンス，森林の丘を駆
け上る・下りる，障害物競争等）．

目標 ₄：質の高い教育をみんなに　この目標は，すべて
の目標項目に関係しているといえる．特に，SDGs目標
₄.₇の「グローバル市民教育の促進」に関しては，ス
ウェーデン社会がグローバルな社会を目指しすべての
「子どもの権利条約」を遵守するべく，₂₀₂₀年には学校法
にもこれを組み込み義務化することとなっている．幼児
期から自ら意見を言える市民を育成しているといえる．

目標 ₅：ジェンダー平等を実現しよう　スウェーデンの
就学前学校においては，ジェンダーフリーの考え方がナ
ショナル・カリキュラムやハンドブックにも反映されて
おり，ジェンダーの固定化した観念を子どもに与える
（例えば，男の子は青色，海賊，女の子はピンク色，プリ
ンセス）ことは禁じられている．それは，すべての子ど
もにジェンダーフリーの遊び環境を整えていることにも
表れている．

目標 ₆：安全な水とトイレを世界中に　ある親協同組合
が運営する就学前学校では，ウプサラ市の水会社（ウプ
サラ・バッテン）との事業で，子どもに何をトイレや流
しに捨ててはいけないかを考えさせるといった公害教育
を行っていた．子どもたちからは，油，髪の毛，泥と
いった意見が出てきていた．

目標 ₇：エネルギーをみんなにそしてクリーンに　ス
ウェーデンのほとんどの自治体では，ゴミを分別するリ
サイクルセンターが主にスーパーの近くに設置されてい
る．M就学前学校では，月一回の頻度で子どもたちとゴ
ミを持参して，分別をする機会を設定している．

目標 ₈：働きがいも経済成長も　働きがいを見つけるこ
とは，遊び（後に仕事）を楽しむことから生まれる．そ
の遊びを充実させる環境整備を，就学前学校のナショナ
ル・カリキュラムにおいて学習の基本として明示してい
る．

目標 ₉：産業と技術革新の基盤をつくろう　スウェーデ
ンの就学前学校のナショナル・カリキュラムの改定版
（₂₀₁₈）では，ITとプログラミング化の項目が新たに組
み込まれており，子どもたちが学校において ITを中心と
したメディア環境に触れる機会を設定している．ナショ
ナル・カリキュラムの領域には「技術」もあり，IT機器
（iPad，プロジェクター）を利用して遊びを充実させる工
夫がなされている．例えば，プロジェクターを利用した
映像放映，iPadを利用した映像作り等である（写真 ₁）．

目標₁₀：人や国の不平等をなくそう　スウェーデンの制
度は，人権尊重の視点が重視されており，「平等」の精神
があらゆる法に明記されている．労働力の確保といった
視点から，戦後，移民や難民によって国の経済が保たれ
ていることもあるだろう．幼児教育においてもその理念
は「生涯学習において民主主義教育を受ける最初の場」
と明記されており，就学前学校の教諭は，多文化の中で
幼児教育を行なっているため，人や国の平等を維持する
確固たる姿勢が基本として身についている．



目標₁₁：住み続けられるまちづくりを　コミュニティー
の一員としての幼児教育を実施する視点は，家庭や地域

との連携といった項目がナショナル・カリキュラムにも
あり，重要視されている．M就学前学校では，ウプサラ
市の作家の書いたウプサラ市を題材とした猫の絵本「尻
尾のないペレ（Pelle Svanslös）」（Gösta Knutsson）から，
子どもたちが想像するウプサラのまちづくりプロジェク
トを展開した．子どもたちによる話し合いの結果，猫
（子どもたち）の住む街ウプサラの建物や猫（子どもた
ち）を工作し，彼らの動画を作成することになった．こ
の取り組みを通して子どもたちは，自らが住む街ウプサ
ラに対する愛着と未来の想像を増すこととなった．

目標₁₂：つくる責任つかう責任　M就学前学校は森林が
身近にあるため，森林活動を積極的に取り入れている．
その際，子どもが森に捨てられているプラスチックや粗
大ゴミを探して，ゴミ箱に捨てるという行為がよく見ら
れる．子どもたちは，日頃から人工のプラスチックでは
なく自然素材の遊具を使用していることもあり，自然に
害のないものを使用し，また害になるものをなくしてい
くという姿勢が幼児期から身に付いている（写真 ₂，
₃）．

目標₁₃：気候変動に具体的な対策を　スウェーデンの秋
と冬は暗いが，電気の代わりにろうそくを灯すことが日
常化している．こうしたこともあり，就学前学校の活動
で，蛍光灯を長時間つけることを嫌う子ども，電気を使
い過ぎていると消灯しようとする子どもも多くいる．省
エネが日常の行為になっている例だといえるだろう．

目標₁₄：海の豊かさを守ろう　目標₁₅：陸の豊かさも守
ろう
　環境設定として，M就学前学校の一部屋を「ジャング
ル・ルーム」と名付け，多くの動物や植物と馴染める空
間を用意している．そこでは，生物多様性の理解を促進
し，遊びの中で地球上の生命を愛おしむ環境が整えられ
ている．アレルギーの関係もあるので，動物の飼育は
行っていない学校が多い．花壇等を利用した植物の栽培
は多くの就学前学校で行われている．

目標₁₆：平和と公正をすべての人に　スウェーデンは約
₂₀₀年間戦争をしていない国として知られている．ダイナ
マイトを発明したアルフレッド・ノーベルは，人類の発
展や平和に貢献することを願い「ノーベル平和賞」を創
設した．人類の平和や公正を願う国民性は，幼児教育に
も反映している．例えば，ヒロシマの被曝の日や北朝鮮
の核ミサイル事故，チェルノブイリやフクシマの原発事
故の話をサムリング（お集りの時間）の際に討議するこ
ともある．

写真 1～ 3は筆者撮影

写真 2　森での散歩の途中でごみを拾って歩く子ども

写真 1　iPad を使ったサムリング（お集まり）

写真 3 	 森での散歩で見つけたことを報告しあうサムリング
（お集まり）



目標₁₇：パートナーシップで目標を達成しよう　多文化
社会であるスウェーデンは，すべての人種や宗教を受け
入れる中で，国を超えて保育や教育に取り組んでいる．
これこそが，地球に住む人類というレベルでパートナー
シップを結び諸処の問題を解決する力を育むということ
に，幼児期から真摯に取り組んでいる証左であるといえ
よう．

　以上のように，スウェーデンにおける就学前学校の保
育・教育実践には SDGsの₁₇目標の全てが日々の生活に
組み込まれている．ターゲットとする持続可能な開発
（Sustainable Development）を到達するには₁₇目標全てが
不可欠であり，生涯学習の土台となる幼児期にその根を
下ろして実践しているスウェーデンの幼児期の活動から
学ぶことは多いといえよう．
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・浅野由子．“スウェーデンにおける幼児期の SDおよび
ESD【海外通信員レポート：スウェーデン】”，ESD活動
支援センター，https://esdcenter.jp/overseas/report₀₆/
（入手日：₂₀₂₀.₁.₁）．
・浅野由子，池本美香編．“第 ₆ 章 スウェーデン　II部 親
が所有する保育施設”．親と子の共同生産，親が参画する
保育をつくる―国際比較調査をふまえて．勁草書房，
₂₀₁₄, ₉₈-₁₁₂．
・定行まり子，浅野由子．環境構成を考えてみよう₃₄．保育
の友．₂₀₁₅， ₂ 月号，₄₂．
・浅野由子．特集 世界の幼児教育施設　スウェーデンの保
育環境について．建築士．₂₀₁₅，₁₂月号．
・スウェーデンナショナル・カリキュラム．Läroplan för 

förskolan（Lpfö ₁₈）. https://www.skolverket.se/download/ 

₁₈.₆bfaca₄₁₁₆₉₈₆₃e₆a₆₅d₅aa/₁₅₅₃₉₆₈₁₁₆₀₇₇/pdf₄₀₀₁.pdf

・NGOスウェーデンを綺麗に．NGO HÅLL SVERIGE RENT. 

https://www.hsr.se

・NGO子どもを守る．NGO RÄDDA BARNEN. https://www.

raddabarnen.se/

日本家政学会誌₇₁-₆に掲載されています


